
「経営者保証に依存しない融資慣行」の
着実な浸透に向けた取組状況

➢ 2025年６月19日から９月19日にかけて、全502の金融機関に対してアンケート調査を実施。本資料は、当該アンケート調査の結果等を
踏まえて金融機関の取組状況を分析したもの。

令和７年12月19日



22.5%

14.1%

51.0%

11.7%
0.6%

内部監査に加え担当部署によるモニタリングを行っている

内部監査によるモニタリングを行っている

担当部署によるモニタリングを行っている

特段モニタリングは行っていない

その他

11.5%

8.2%

71.9%

8.4%

説明については特段の定めはなく、営業担当者の運用に任せている

説明内容について営業店で決裁のうえ、顧客に説明している

本部等で特定の説明様式を定め、それを顧客に提示しながら説明して
いる

その他

8.2%

35.3%

29.2%

25.5%

1.4% 0.4%

日々の営業日報に併せて記録を行う

別途、説明記録のための書式を定め、記録を行う

契約時の書類や、意思確認に関する書類に新たに欄を設け記録

特定の書式（項目を記載したチェックリストなど）を定め、説明内容や顧
客の反応等で該当するものにチェックすることで記録に代えている

特段、記録について特定の運用を定めていない

その他

金融機関における態勢整備

 「経営者保証改革プログラム」の策定・公表から3年が経過し、無保証融資や説明・記録の取組の
みならず、その着実な実施に必要な態勢整備についても、多くの金融機関で着実に実施されている。

 態勢整備が未だ十分でない金融機関に対しても、引き続き、個別ヒアリング等を通じて取組強化を
促していく。

1

保証契約の必要性等を
記録する態勢

保証人等への説明プロセス
説明・記録に係る
内部モニタリング

Q:2023年4月の監督指針の改正後、保証契
約の必要性等を記録する態勢についてどのよう
な運用を行っていますか。

Q:2023年4月の監督指針の改正後、保証人
等への説明プロセスについてどのような運用を
行っていますか。

Q:2023年4月の監督指針の改正後、適切な
説明や記録について本部部署が監査やモニタリ
ングを行っていますか。

(n=487) (n=487) (n=488)



「経営者保証に依存しない融資」のメリットとデメリット

 保証の必要性についての真摯な検討の促進や安易な保証徴求の減少をはじめ、9割以上の金融
機関が、 「経営者保証に依存しない融資」の促進を通じてポジティブな効果があったものと評価。

 また、経営者保証解除によるデメリットは、4割の金融機関が「なし」と回答。

2

経営者保証徴求手続きの
厳格化による効果

Q:2023年4月の監督指針の改正により、保証を徴求する際の手続き
を厳格化したことで、どのような効果がありましたか。 （複数回答可）

Q:経営者保証の解除についてデメリットがあるとすればどのようなもの
がありますか。（複数回答可）

経営者保証解除のデメリット

94.1%

73.6%

37.2%

33.3%

7.6%

1.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保証の必要性についてより検討するようになった

前回保証を取ったことを理由に、安易に保証を徴求することが減った

今まで以上に取引先の事業性評価を行うようになった

取引先への説明を通じてコミュニケーション状況が改善

取引先への説明を通じて経営改善が図られた

その他

特に効果はない

27.6%

11.5%

6.5%

29.7%

37.8%
0% 10% 20% 30% 40%

法人と個人の分離に反する行動が生まれる

企業の財務内容の悪化に繋がる

財務状況の適時適切な情報開示がなされなくなる

その他

デメリットはない

(n=489) (n=489)



無保証融資時の追加的対応

 過半の金融機関が、無保証融資の際に顧客企業に対して何らかの追加的対応を行っている。

 その際、経営者保証解除のデメリット「あり」としている金融機関は、「なし」としている金融機関と比
較して、以下の傾向が相対的に大きいものと見て取れる。

① 事業者との直接のコミュニケーションよりも、試算表等の資料の徴求強度を上げるケースが多い

② 顧客企業の業況悪化時には担保・保証の追加によって対応するケースが多い

3

27.8%

2.0%

27.8%

6.1%

23.3%

17.8%

16.7%

21.2%

45.3%

5.9%

26.1%

0.0%

30.4%

6.5%

27.7%

20.1%

11.4%

16.3%

48.4%

5.4%

28.5%

3.6%

25.9%

5.9%

20.3%

15.7%

20.0%

24.6%

42.6%

8.9%

試算表や資金繰表などの通常のモニタリング資料の徴求頻度を増やしている

これまでは受領していなかったモニタリング資料を新たに徴求している

事業者の経営層との面談回数を増やしている

事業者の経営層以外の層との面談回数を増やしている

経営改善に向けたアドバイス・指導等をする機会を増やしている

経営改善に資する自社のサービス、他者提携サービスの利用を促している

返済緩和対応等の業況悪化時には、追加で物的担保を徴求している

返済緩和対応等の業況悪化時には、追加で経営者保証を徴求している

融資実行時に適切な審査をしているため、追加的な対応は実施していない

その他

全体 解除のデメリット「なし」と考える金融機関 解除のデメリット「あり」と考える金融機関

無保証融資の実行後の追加的な対応

「Q：経営者保証の解除によるデメリットが発生しないよう、無保証等融資の実行後にどのような対応をされていますか。（複数回
答可）」に対する回答（全体の回答状況並びに「Q:経営者保証の解除についてデメリットがあるとすればどのようなものがあります
か。（複数回答可）」に対して「デメリットはない」と答えた金融機関及びそれ以外の金融機関の回答状況に分類）

(n=490) (n=184) (n=305)

保証解除のデメリット「あり」と考える金融
機関は、試算表等の資料の徴求強度を
上げるケースが多い傾向

保証解除のデメリット「なし」と考える金融
機関は、事業者との直接のコミュニケー
ションの強度を上げるケースが多い傾向

保証解除のデメリット「あり」と考える金融機関
は、顧客企業の業績悪化時には担保・保証
の追加により対応するケースが多い傾向



94.2%

1.5% 4.4%

そういった場合においては

一般的

そういった場合においても

あまりない

そういった場合においても

ほとんどない／ない

金融機関と信用保証協会との連携（経営者保証の要否に関する判断）

 信用保証付融資を実行する際の経営者保証の要否に関する判断は、大半のケースにおいて一致
しているものと考えられる。

4

自金融機関において経営者保証契約が必要である旨を判断した上
で信用保証協会に確認を求めた場合において、同様の判断がなされ
るケース（結果として経営者保証契約を締結する）

Q：信用保証付融資について経営者保証契約の締結を検討するに際して、以下のそれぞれの場合においてどのようなケースが生
じているか、又は生じていないかを回答してください。 （注：いずれも本店のある都道府県における状況）

信用保証付融資を実行する際に経営者保証を徴求する場合／しない場合における判断

自金融機関においては経営者保証契約が不要である旨を判断して
信用保証協会に確認を求めた場合において、同様の判断がなされる
ケース（結果として経営者保証契約を締結しない）

86.5%

6.6%

6.8%

そういった場合においては

一般的

そういった場合においても

あまりない

そういった場合においても

ほとんどない／ない

(n=481) (n=482)



75.8%

6.5%

1.9%

15.8%

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えており、充分に提供してくれている

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えているが、充分には提供してくれないこともある

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えているが、充分に提供してくれない

信用保証協会からの必要性等に関する説明や説明材料の提供は特に必

要ない

金融機関と信用保証協会との連携（経営者保証徴求時の対応）

 信用保証付融資を実行する際に経営者保証を徴求する場合、金融機関と信用保証協会との間
で経営者保証の要否に関する判断が当初分かれたか否かに関わらず、大半のケースにおいては、保
証人等への説明に際して、両者の間で必要十分な意思疎通ができている。

5

信用保証付融資を実行する際に経営者保証を徴求する場合における信用保証協会とのコミュニケーションの状況

自金融機関及び信用保証協会の両者とも、経営
者保証契約が必要であると判断していた場合

自金融機関は経営者保証契約が必要、信用保
証協会は不要とそれぞれ判断していた場合

自金融機関は経営者保証契約が不要、信用保
証協会は必要とそれぞれ判断していた場合

Q：信用保証付融資について実際に経営者保証契約を締結するに際して、それぞれの場合においてどのようなコミュニケーションが
とられているかを回答してください。 （注：いずれも本店のある都道府県における状況）

50.0%

3.7%1.0%

45.2%

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えており、充分に提供してくれている

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えているが、充分には提供してくれないこともある

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えているが、充分に提供してくれない

信用保証協会からの必要性等に関する説明や説明材料の提供は特に必

要ない

65.3%
5.7%

2.1%

26.9%

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えており、充分に提供してくれている

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えているが、充分には提供してくれないこともある

信用保証協会にも必要性等に関する説明や説明材料を提供してほしいと

考えているが、充分に提供してくれない

信用保証協会からの必要性等に関する説明や説明材料の提供は特に必

要ない

(n=482) (n=476) (n=476)



9.9%

5.6%

14.4%

11.5%
58.6%

2023年4月以降

2020年4月～2023年3月

2015年4月～2020年3月

2010年4月～2015年3月

2010年3月以前

経営者保証に関する情報の管理方法

根保証契約の管理方法 個別保証契約の管理方法

27.4%

14.9%
31.4%

5.3%

21.1%
全てシステム上で管理されており、かつ一覧化した状態で管理

ができる。

過去の契約の一部を除き、概ねシステム上で管理されており、

かつ一覧化した状態で管理ができる。

全部又は一部をシステム上で管理しているが、一覧化した状

態では管理できない(システム上で個別の確認のみ可能)。

システム上で管理していないが、個別の帳簿で管理(本部等で

一元管理)

システム上で管理していないが、個別の帳簿で管理(営業店ご

とに個別管理)

Q：根保証の情報の管理方法として、最も近いものを一つ回
答してください。

Q：根保証についてシステム上で管理を開始した時期を選択
してください。

Q：根保証以外の個別保証の情報の管理方法として、最も
近いものを一つ回答してください。

21.4%

15.9%39.8%

4.7%

18.1%
全てシステム上で管理されており、かつ一覧化した状態で管理

ができる。

過去の契約の一部を除き、概ねシステム上で管理されており、

かつ一覧化した状態で管理ができる。

全部又は一部をシステム上で管理しているが、一覧化した状

態では管理できない(システム上で個別の確認のみ可能)。

システム上で管理していないが、個別の帳簿で管理(本部等

で一元管理)

システム上で管理していないが、個別の帳簿で管理(営業店

ごとに個別管理)

Q：根保証以外の個別保証についてシステム上で管理を開
始した時期を選択してください。

(n=475)

(n=350)

(n=485)

 根保証契約及び個別保証契約のいずれについても、係る情報管理のシステム化は年々進んでおり、
足元では７割以上の金融機関がシステムによる情報管理を実施している。

(n=374)

8.0%

4.9%

12.3%

11.4%

63.4%

2023年4月以降

2020年4月～2023年3月

2015年4月～2020年3月

2010年4月～2015年3月

2010年3月以前

6



「経営者保証に依存しない融資」の取組の進捗

 「経営者保証改革プログラム」をはじめとする取組を進めてきた結果、新規融資件数に占める「経営
者保証に依存しない融資」の割合は2024年度に５割を超過。

 また、今回の調査によれば、ストックベースの無保証債権の割合も3割に達しており、「経営者保証に
依存しない融資慣行」が着実に浸透しているものと評価できる。

7

無保証債権の割合
（ストック・債権数ベース）

【参考】 経営者保証に依存しない融資の
実績の推移（フロー・融資件数ベース）

30.9%

33.3%

27.2%

0% 10% 20% 30% 40%

債権全体

プロパー債権

信用保証付債権

※上記は、アンケートへの回答を基に金融機関別に「無保証債
権数／全債権数」 （2025年3月末時点）の割合を推計
した上で、その平均値を算出した推計値（n:それぞれ回答
のあった金融機関数）

(n=457)

(n=457)

(n=451)

44万件

51万件
57万件

63万件
69万件

101万件

75万件

83万件

117万件

123万件

62万件

12.2%

14.4%
16.5%

19.2%

21.6%

27.6%

30.7%

33.9%

47.6%

53.0%

55.8%

0万件

20万件

40万件

60万件

80万件

100万件

120万件

140万件

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

新規融資件数に占める経営者保証に依存しない融資の件数の割合経営者保証に依存しない融資の件数



11.7%

23.5%
33.2%

31.7%

①根保証契約を有する先

②根保証契約はないが2023年4月以降

に締結した個別保証契約を有する先

③2023年3月以前に締結した個別保証

契約を有する先から①や②を除いた先

④無保証先

※上記は、アンケートへの回答を基に金融機関別に「各債権数／全有保証債権数（又は全債権数）」及び「各債務者数／全有保証債権に係る債務者数
（又は全債務者数）」 （いずれも2025年3月末時点）の割合を推計した上で、その平均値を算出した推計値（n:それぞれ回答のあった金融機関数）

保証の必要性等の説明・記録の取組の進捗

 従来の監督指針の改正により、2023年４月以降の新規融資に係る個別の保証契約及び既存の
根保証契約については、その必要性や解除の可能性等に係る説明・記録を求めており、2025年
度上期の新規融資件数に占める「経営者保証に依存しない融資」件数と「有保証融資のうち適切
な説明を行い記録した融資」件数との合計の割合は、99.8％に達した。

 他方で、ストックベースでは、有保証債権及び有保証債権に係る債務者のいずれについても、監督
指針において説明・記録が明示的に求められてはいない性質の債権・債務者がうち5割を占める。

8

有保証債権の
構成比率（ストックベース）

有保証債権に係る債務者の
構成比率（ストックベース）

23.1%

26.1%

50.9%
①根保証の対象となる債権

②2023年4月以降に個別に保証

契約を締結して貸付した債権

③2023年3月以前に個別に保証

契約を締結して貸付した債権

16.6%

18.1%

34.5%

30.9%

①根保証の対象となる債権

②2023年4月以降に個別に保証

契約を締結して貸付した債権

③2023年3月以前に個別に保証

契約を締結して貸付した債権

④無保証債権

16.8%

34.2%
48.9%

①根保証契約を有する先

②根保証契約はないが2023年4月以降

に締結した個別保証契約を有する先

③2023年3月以前に締結した個別保証

契約を有する先から①や②を除いた先

参考：全債権ベースでの構成比率 参考：全債務者ベースでの構成比率

(n=456) (n=457)

(n=458)(n=457)



42.6 

27.3 

20.5 

9.7 

7.2 

12.3 

20.5 

2.5 

業績や返済能力など財務内容の改善に取り

組んだ

適時適切な財務情報の提供に努めた

金融機関とのコミュニケーション状況の改善に

取り組んだ

法人と経営者個人の資産・経理の分離の改

善に取り組んだ

法人と経営者との間の資金のやり取りの改善

に取り組んだ

個人保証を解除するための要件は理解した

が、具体的に何に取り組めばよいか分からない

個人保証に納得しているため、改善に取り組

むつもりはない

その他

全体

(n=2,060)

35.5%

15.5%

49.0%

３年以内 ３年超～５年以内 ５年超

経営者保証改革プログラム以前の有保証債権の残存年数

 2023年3月以前に保証契約が締結されており、「経営者保証改革プログラム」及び監督指針にお
いて説明・記録が明示的に求められてはいない性質の有保証債権のうち5割は、その残存期間が5
年超。

 今後、金融機関が更に一歩踏み込んで、こうした層にも可能な限りアプローチし、保証解除や経営
改善に向けた説明や支援を講じていくことで、一層の「経営者保証に依存しない融資慣行」の浸透
や顧客企業の経営改善が期待できる。
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監督指針において説明・記録が明示的に求められていない
有保証債権の残存年数の構成比率

【参考】 金融機関からの説明後に
顧客企業が改善に取り組んだ事項

67.5%（重複排除）の事業者が、経営改善によりガイドラインの
3要件を充足するための取組を実施

※上記は、アンケートへの回答を基に金融機関別に「2023年3月以前に個別に
保証契約を締結したうえで貸付した債権」に関する残存年数別の割合を推計
した上で、その平均値を算出した推計値（n:回答のあった金融機関数）

(n=444)

〔単位：％〕

財務基盤
の強化

適時適切な
財務情報の
開示の促進

法人と経
営者の分
離の促進

３要件



顧客企業との接触頻度

 本店所在地であるか否かにより多少の差異はあるが、大半の顧客企業に対しては、金融機関は少
なくとも年に1回は直接コミュニケーションを取る機会を設けている。

 こうした機会を着実に活用すれば、経営者保証改革プログラム及び監督指針を踏まえた説明・記録
の対象となっていない顧客企業に対しても、現下の経営状況や返済状況に鑑みた保証契約の必要
性や今後の改善可能性について説明することは十分に可能と考えられ、各金融機関のリソースや顧
客企業との関係性に応じて係る取組を進めていくことが期待される。

10

顧客企業との接触頻度
（本店のある都道府県における状況）

顧客企業との接触頻度
（本店のある都道府県以外の地域における状況）

91.5%

93.8%

93.5%

89.6%

70.4%

75.4%

71.8%

61.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

メイン先

返済緩和先

ゼロゼロ融資のみ先

1年に1回以上接触 3ヶ月に1回以上接触

86.7%

89.8%

90.6%

83.2%

62.1%

66.1%

65.7%

53.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

メイン先

返済緩和先

ゼロゼロ融資のみ先

1年に1回以上接触 3ヶ月に1回以上接触

※上記は、アンケートへの回答を基に金融機関別・顧客企業の性質別に接触頻度（いずれも2024年度）の割合を推計した上で、その平均値を算出した推
計値（n:それぞれ回答のあった金融機関数）

(n=450)

(n=446)

(n=442)

(n=429)

(n=188)

(n=179)

(n=177)

(n=167)
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